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お
知
ら
せ

特
設
人
権
相
談
所
開
設

（
Ｄ
Ｖ
相
談
）

〜
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス（
Ｄ
Ｖ
）と
い
う
言
葉

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
〜

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
と
は
、
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
（
婚

約
者
、
恋
人
）
な
ど
親
し
い
間
柄

に
あ
る
男
性
が
、
女
性
に
ふ
る
う

暴
力
を
い
い
ま
す
。

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
は
、
命
に
か
か
わ
る
危
険
な

犯
罪
で
す
。

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
は
、
女
性
へ
の
著
し
い
人
権

侵
害
で
す
。

だ
れ
に
も
言
え
ず
、
苦
し
い
胸

の
う
ち
を
明
か
す
こ
と
は
困
難
な

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
勇
気

を
持
っ
て
く
だ
さ
い
。

Ｄ
Ｖ
被
害
は
、
本
人
が
話
さ
な

い
限
り
真
実
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

解
決
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
声
に

出
し
て
言
う
こ
と
、
個
人
の
問
題

と
せ
ず
勇
気
を
も
っ
て
相
談
す
る

こ
と
で
す
。
相
談
し
て
も
解
決
に

な
ら
な
い
と
思
い
込
ま
ず
、
相
談

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
を
客

観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
解
決

の
糸
口
を
見
つ
け
る
可
能
性
も
出

て
き
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
当
日
は
電
話
相
談
も
行
っ

て
い
ま
す
。

日

時
７
月
２５
日（
火
）
１０
時
〜
１５
時

場

所
松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

２
階

ふ
る
さ
と
学
習
室

相
談
員

人
権
擁
護
委
員

電
話
番
号

�
９
８
５
―
１
３
１
３

問
い
合
わ
せ

教
育
委
員
会

社
会
教
育
課
人
権
教
育
係

�
９
８
５
―
４
１
３
７

ご
存
知
で
す
か
？

『
指
定
既
存
集
落
』

指
定
既
存
集
落
と
は
、
市
街
化

調
整
区
域
内
で
も
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
に
は
自
己
住
宅
や
分

家
住
宅
な
ど
の
許
可
を
受
け
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
区
域
で
す
。
松

前
町
内
に
は
２
か
所
あ
り
、
そ
の

場
所
と
主
な
要
件
は
次
の
と
お
り

で
す
。（
要
件
は
す
べ
て
満
た
す
必

要
が
あ
り
ま
す
）

指
定
既
存
集
落
の
位
置

＊

神
崎
・
出
作
・
徳
丸
の
一
部

で
形
成
さ
れ
た
区
域

＊

西
高
柳
・
北
川
原
の
一
部
で

形
成
さ
れ
た
区
域

申
請
者
に
関
す
る
主
な
要
件

＊

線
引
き
（
昭
和
４６
年
１２
月
２０

日
）
前
か
ら
引
き
続
い
て
当
該

指
定
既
存
集
落
内
に
生
活
の
本

拠
を
有
し
て
い
る
方

＊

現
住
宅
が
過
密
、
狭
小
、
借

家
な
ど
で
あ
り
、
社
会
通
念
に

照
ら
し
、
新
規
に
住
宅
を
建
築

す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
方

＊

現
居
住
地
及
び
申
請
地
以
外

の
建
築
可
能
地
を
所
有
し
て
い

な
い
方

申
請
地
に
関
す
る
主
な
要
件

＊

指
定
既
存
集
落
内
又
は
そ
の

辺
縁
部
で
自
己
所
有
地
又
は
購

入
地
で
あ
る
こ
と

＊

農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地

で
な
い
こ
と

＊

申
請
面
積
は
、
１
６
５
〜

５
０
０
㎡
で
あ
る
こ
と

＊

予
定
建
築
物
は
１
戸
の
自
己

専
用
住
宅
で
あ
る
こ
と

そ
の
他
に
も
諸
要
件
な
ど
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
ま
ち
づ
く
り
課

計
画
建
築
係

�
９
８
５
―
４
１
２
４

���������
役場及び保健センターに来られ

る際、バイクや自転車をご利用さ
れる方は、駐輪場をご利用くださ
い。出入口付近に置かれると通行
の妨げになります。
ご協力よろしくお願いします。

指定既存集落の位置

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
お
知
ら
せ

・
特
設
人
権
相
談
所
開
設

・
指
定
既
存
集
落
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